
地
域
と
連
携
し
な
が
ら

成
長
す
る
企
業
を

目
指
す
た
め
の
講
演
会

▽
日
時　
６
月
27
日（
土
）午
前

10
時
30
分
～
正
午
。

▽
会
場　
河
内
図
書
館
（
中
岡

本
町
）。

▽
内
容　
「
こ
れ
か
ら
の
企
業

戦
略　
地
域
と
の
協
働
連
携
」

と
題
し
た
、高
橋
和
夫
さ
ん（
大

高
商
事
代
表
取
締
役
）
に
よ
る

講
演
会
。

▽
定
員　
先
着
40
人
程
度
。

▽
申
込　
６
月
５
日
午
前
９
時

30
分
か
ら
、
直
接
ま
た
は
電

話
で
、
河
内
図
書
館
☎（
673
）

６
７
８
２
へ
。

宇
都
宮
ま
ち
づ
く
り
貢
献
企
業

認
証
事
業
所
募
集

制
度
説
明
会
の
開
催

1
認
定
事
業
所
募
集

▽
対
象　
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
（
企
業

の
社
会
的
責
任
）に
取
り
組
む
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
企
業
。

①
市
内
に
本
社
・
事
業
所
が
あ

る
②
市
内
で
１
年
以
上
継
続
し

て
事
業
を
営
ん
で
い
る
③
市
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
。

　
た
だ
し
、
社
会
貢
献
を
主
な

目
的
と
す
る
事
業
所
や
社
会
福

祉
法
人
な
ど
は
除
き
ま
す
。

▽
そ
の
他　
認
証
を
受
け
た
企

業
に
は
、
PR
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の

付
与
、
低
金
利
融
資
な
ど
の
支

援
を
行
な
い
ま
す
。

2
制
度
説
明
会
開
催

▽
日
時　
６
月
８
日（
月
）午
後

２
時
～
。

▽
場
所　
市
役
所
14
階
大
会
議

室
。

▽
内
容　
認
証
制
度
、
応
募
方

法
、審
査
方
法
に
つ
い
て
な
ど
。

■
申
込　
宇
都
宮
Ｃ
Ｓ
Ｒ
推
進

協
議
会
事
務
局
（
市
役
所
７
階

商
工
振
興
課
内
）
に
置
い
て
あ

る
申
込
用
紙
（
市

か
ら
も
取

り
出
し
可
）
に
必
要
事
項
を
書

き
、
1
は
必
要
書
類
を
添
え
て

６
月
９
日
～
７
月
10
日（
必
着
）

に
、
直
接
ま
た
は
送
付
で
、
2

は
６
月
５
日
ま
で
に
、
フ
ァ
ク

ス
で
、
〒
320

－

8540
市
役
所
商
工

振
興
課
☎（
632
）２
４
３
３
、

（
632
）５
４
２
０
へ
。

園
芸
作
物
用
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス
の

設
置
・
省
エ
ネ
設
備
の
導
入

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

■
募
集
期
間　
６
月
30
日
ま
で
。

1
園
芸
用
パ
イ
プ
ハ
ウ
ス

▽
対
象　
新
設
・
増
設
す
る
認

定
農
業
者
、認
定
就
農
者
な
ど
。

▽
補
助
額　
認
定
農
業
者
＝
対

象
経
費
の
10
分
の
３
以
内
（
上

限
70
万
円
）、
認
定
就
農
者
＝

対
象
経
費
の
10
分
の
５
以
内

（
上
限
300
万
円
）。

2
省
エ
ネ
設
備

▽
対
象　
燃
油
な
ど
の
使
用
量

削
減
に
つ
な
が
る
設
備
を
導
入

す
る
認
定
農
業
者
な
ど
。

▽
補
助
額　
対
象
経
費
の
10
分

の
３
以
内
（
上
限
100
万
円
）。

■
そ
の
他　
申
し
込
み
方
法
な

ど
詳
し
く
は
、
農
業
振
興
課
☎

（
632
）２
４
６
７
へ
。

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の

民
間
事
業
者
は

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い

　
民
間
事
業
者
な
ど
が
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
際

に
は
、
届
け
出
が
必
要
に
な
り

ま
し
た
。

▽
提
出
時
期　
既
に
事
業
を
実

施
し
て
い
る
事
業
者
＝
６
月
30

日
ま
で
。
新
た
に
事
業
を
実
施

す
る
事
業
者
＝
事
業
を
実
施
す

る
前
。

▽
対
象　
「
市
放
課
後
児
童
健

全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
」
に
基
づ
き
、
保
護
者
が
労

働
な
ど
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い

な
い
小
学
生
に
、
授
業
の
終
了

後
に
遊
び
や
生
活
の
場
を
提
供

◎ご利用ください中小企業退職金共済制度　中小企業において退職金制度を設ける場合は、国の退職金制
度「中退共制度」をご利用ください。国から掛け金の一部助成や税法上の優遇などの特典が受けられます。
問中小企業退職金共済事業本部☎ 03(6907)1234
◎ 6月 15日は県民の日　記念イベントの開催や、県内外の協賛施設で無料開放や一部割引きなどを実施しま
す。詳しくは、県庁などで配布しているイベントガイドをご覧ください。問県県民文化課☎ (623)3422

産
　
業

中小企業の事業主の皆さんへ
雇用に関する助成制度をご利用ください

種類 条　件 対　　　　象 助　成　額

就
職
困
難
者
雇
用
奨
励
金

新たに失
業者など
を雇い入
れた

「事業主都合により離職し
た人」や「直近の過去 1
年以上未就職の人」で、

「雇用時に満 40 歳以上
の人」または「新卒後 6
カ月以上就職できなかった
既卒 3 年以内の人」を正
規雇用して、6 カ月以上雇
用が継続している

雇用した労働者 1 人
当たり15万円。なお、

「既 卒 3 年 以内の
人」については、1
年間継続雇用した場
合 10 万円を追加交
付

若年者や
中高年者
などを試
行雇用の
後に雇い
入れた

国の「トライアル雇用奨励
金」 の支給決定を受け、
試行雇用後に正規雇用に
移行し、6 カ月以上雇用
が継続している

国の奨励金の 2 分
の 1 の 額（ 上 限
６万円）

高年齢者
や障がい
者、一人
親など就
職が困難
な人を雇
い入れた

国の「特定求職者雇用開
発助成金（特定就職困難
者雇用開発助成金または
高年齢者雇用開発特別奨
励金）」の支給決定を受
け、正規雇用した労働者
の雇用が 6 カ月以上継続
している

雇用した労働者が
重度障がい者など
に該当する場合は
20 万 円、 そ れ 以
外は 15 万円

中
小
企
業
退
職
金
共
済

制
度
加
入
促
進
補
助
金

中小企業退職金共済制度に新たに
加入した

事業所としての新
規加入から 1 年間
に限り、毎月の掛け
金 (１人当たり上限
1 万円 ) の 20％の
額 ( 上限 12 万円 )

▽その他　上記に記載されている以外の条件や、奨励金・補助
金などについて詳しくは、市 をご覧になるか、商工振興課（市
役所 7 階）☎（632）2446 へお問い合わせください。
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す
る
民
間
事
業
者
な
ど
。

▽
そ
の
他　
届
け
出
方
法
な
ど

詳
し
く
は
、
生
涯
学
習
課
☎

（
632
）２
６
５
１
へ
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の

保
管
・
処
分
状
況
届
出
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
保
管
し
て

い
る
事
業
者
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別　

措
置
法
第
８
条
に
基
づ
き
、
届

け
出
を
行
な
う
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▽
提
出
書
類　
保
管
状
況
な
ど

の
届
け
出
、
正
本
１
部
、
副
本

１
部
（
控
え
が
必
要
な
人
は
副

本
２
部
）。
届
出
書
は
市

か

ら
取
り
出
し
可
。

▽
添
付
書
類　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物

を
特
定
で
き
る
写
真
、
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写

し
、
平
成
26
年
度
中
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ

廃
棄
物
を
処
分
し
た
事
業
者
は

産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
マ
ニ
フ

ェ
ス
ト
）
の
写
し
。

▽
提
出　
６
月
30
日
（
必
着
）

ま
で
に
、直
接
ま
た
は
送
付
で
、

廃
棄
物
対
策
課（
市
役
所
12
階
）

☎（
632
）２
９
２
９
へ
。

産
業
廃
棄
物
の
排
出
事
業
者
は

報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▽
対
象　
産
業
廃
棄
物
（
特
別

管
理
産
業
廃
棄
物
）
を
本
市
内

で
排
出
し
て
い
る
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
。
①

平
成
26
年
度
中
に
産
業
廃
棄
物

管
理
票
（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
を

交
付
し
た
②
平
成
26
年
度
中
に

多
量
の
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
）
が
発
生
し
た

事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
③
平

成
26
年
度
に
多
量
排
出
事
業
者

と
し
て
産
業
廃
棄
物
（
特
別
管

理
産
業
廃
棄
物
）
処
理
計
画
書

を
提
出
し
て
い
る
。

▽
提
出
書
類　
①
産
業
廃
棄
物

管
理
票
交
付
等
状
況
報
告
書
②

産
業
廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業

廃
棄
物
）
処
理
計
画
書
③
産
業

廃
棄
物
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄

物
）
処
理
計
画
実
施
状
況
報
告

書
。

▽
多
量
の
基
準　
産
業
廃
棄
物

の
発
生
量
が
、
年
間
合
計
１
０

０
０
ト
ン
以
上
。
特
別
管
理
産

業
廃
棄
物
の
発
生
量
が
、
年
間

合
計
50
ト
ン
以
上
。

▽
提
出　

市

に
掲
載
さ
れ
て

い
る
書
類
に
必
要
事
項
を
書

き
、
６
月
30
日
（
必
着
）
ま
で

に
、
直
接
ま
た
は
送
付
で
、
〒

320－

8540
市
役
所
廃
棄
物
対
策
課
☎

（
632
）２
９
２
８
へ
。

市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

消
費
生
活
相
談
員

（
非
常
勤
嘱
託
員
）
募
集

▽
勤
務
期
間　
８
月
１
日
～
平

成
28
年
３
月
31
日
。

▽
勤
務
時
間　
午
前
９
時
～
午

後
５
時
30
分
。
週
４
日
。
土･

日
曜
日
、
祝
休
日
勤
務
あ
り
。

▽
勤
務
場
所　
市
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
（
５
階
）。

▽
職
務
内
容　
消
費
者
か
ら
の

苦
情
に
関
す
る
相
談
・
処
理
の

あ
っ
せ
ん
。

▽
応
募
資
格　
エ
ク
セ
ル
・
ワ

ー
ド
の
基
本
操
作
が
で
き
、
普

通
自
動
車
運
転
免
許
（
オ
ー
ト

マ
チ
ッ
ク
車
限
定
可
）
を
有
す

る
、
消
費
生
活
専
門
相
談
員
・

消
費
生
活
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
消

費
生
活
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
い

ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
人
な

ど
。
詳
し
く
は
、
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▽
採
用
人
数　
１
人
。

▽
報
酬　
月
額
18
万
４
０
０
０

円
。

▽
試
験　
書
類
選
考
・
面
接
。

▽
申
込　
市
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
に
置
い
て
あ
る
申
込
書
（
市

か
ら
も
取
り
出
し
可
）
に
必

要
事
項
を
書
き
、６
月
25
日（
必

着
）
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
簡

易
書
留
で
、
〒
320

－

0026
馬
場
通

り
４
丁
目
１

－１
、
市
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
☎（
616
）１
５
４
６
へ
。

求
職
者
の
た
め
の

就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー

▽
日
時　
６
月
23
日（
火
）・24
日

（
水
）、午
前
10
時
～
午
後
４
時
。

全
２
回
。

▽
会
場　

中
央
（
中
央
１
丁

目
）。

▽
内
容　
求
職
活
動
の
心
構
え

や
進
め
方
、
自
己
分
析
、
応
募

書
類
の
書
き
方
、
筆
記
試
験
対

策
、
面
接
指
導
な
ど
。
希
望
者

に
は
、
別
日
程
で
個
別
に
キ
ャ

リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
実
施
。

▽
対
象　
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
。
①
市
内
に
在
住
か

通
勤
し
て
い
る
②
市
内
に
就
職

を
希
望
す
る
。

▽
定
員　
先
着
10
人
。

▽
申
込　
電
話
ま
た
は
は
が
き
・

フ
ァ
ク
ス
（
郵
便
番
号
・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
明

記
）
で
、
〒
320

－

8540
市
役
所
商

工
振
興
課
☎（
632
）２
４
４
６
、

（
632
）５
４
２
０
へ
。

◎調理師試験のご案内　▽日時　８月５日（水）午前９時 30 分～正午▽会場　宇都宮短期大学附属高等学
校（睦町）▽対象　２年以上の調理業務など実務経験がある人▽申込　生活衛生課（竹林町・保健所内）
に置いてある願書に必要事項を書き、６月 17 ～ 19 日に、直接、生活衛生課☎（626）1110 へ。
◎無料調停相談会　▽日時　6 月 15日（月）、午後 1 時～4 時▽会場　鹿沼市情報交流センター ( 鹿沼市 ) ▽
内容　交通事故、金銭、土地・建物、離婚など民事・家事に関する相談。問宇都宮簡易裁判所☎ (333)0030

はかりの定期検査を
実施します

　業務（取り引き・証明）に使
用するはかりは、２年に１度の
検査を受けなければ使用するこ
とはできません（計量法第 19
条）。該当する人は必ず受検し
てください。
▽期日・会場　下の表の通り。
▽受付時間　午前 10 時～正午、
午後１時～３時。
▽費用　検査手数料（実費）。
問計量検査所☎（616）1562

計量器検査日程
6月の検査期日 検査会場
１日（月） 豊郷
２日（火） 平石
３日（水） 峰
４日（木） 泉が丘中学校
５日（金） 錦
10 日（水） 東小学校

15 日（月） 計量検査室（市
役所地下 1 階）

16 日（火） 計量検査室
17 日（水） 計量検査室

雇
　
用

税
・産
業・雇
用
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